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生活交通確保維持改善計画 

 

令和５年５月 日 

（名称）   長野市          

 （代表者名） 長野市長 荻原 健司   
 

０．生活交通確保維持改善計画の名称 

 長野市地域内フィーダー系統確保維持計画（令和６年度～令和８年度） 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

長野市のバス路線は、民間２事業者によりＪＲ長野駅や長野ターミナルから放射状に郊外

に延びる路線を中心に運行されている。また、近年のモータリゼーションの進展や少子高齢

化により、利用者数は、20年前と比較すると半数以下に減少し、採算性の悪化による減便や

路線の統廃合が行われ、交通空白地域や交通不便地域が生まれている。 

中条地区は、中心市街地（長野駅）へ通じる唯一の幹線交通である生活路線バス（高府線）

を軸に、地域内を運行する市営バスにより構成される公共交通機関網が広がっていた。生活

路線バスは、中心市街地へ向かう唯一の移動手段として車を運転できない高齢者や高校生等

の通院・買物・通学など、生活に必要不可欠な公共交通機関として機能している。また、市

営バスは、平成22年１月の合併以前から旧中条村が運行していたものをそのまま引継ぎ、生

活路線バスに通じる支線の役割を果たすと共に地域内の小中学生の通学等を含めた移動手

段として必要不可欠である。 

しかしながら、人口減少や少子高齢化、自家用車の普及により、利用者は減少を続け、収

支悪化による行政負担の増加をはじめ、運行に様々な問題が発生している。また、市営バス

の運行便数が少なく生活路線バスとの乗り継ぎが不十分であったり、移動可能な時間が制約

されたりして、住民に不便を強いている状況にあることから、平成24年４月よりデマンド型

の市営バスとして中条線を運行している。今後は、さらに住民の利便性を向上させるため、

令和６年４月から中条線をAIオンデマンド型の市営バスとし、信州新町地区を含めた運行エ

リアに拡大し運行を開始する。 

篠ノ井共和地区及び安茂里地区は、半径１キロメートル以内に、路線バスの停留所、鉄軌

道駅等が存在せず、当該地域内の住民が日常生活を送る上で、公共交通の利用が不便な地域

になっており、北陸信越運輸局長から交通不便地域の指定を受けている。篠ノ井共和線は鉄

軌道駅の川中島駅及び篠ノ井駅に接続し、安茂里線は地域幹線バス「高府線」「新町大原橋

線」に長野ターミナルバス停留所付近で接続するよう運行している。 

このため、地域公共交通確保維持事業により、中条線、篠ノ井共和線及び安茂里線を確保･

維持することで、住民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。 

なお、本市では令和４年９月に長野市地域公共交通計画を策定し、市やバス事業者が運行

する路線の在り方を再考し、バランスの取れた公共交通網を実現すると共に、地域生活に必

要不可欠な社会基盤である公共交通網の確保・維持に取り組んでいる。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

路線を維持・継続するため、次のとおり利用者数を確保し維持する。 

・中条線の利用者数を令和８年度まで 7,700 人以上。 

 ・篠ノ井共和線の利用者数を令和８年度まで 1,400 人以上。 

 ・安茂里線の利用者数を令和８年度まで 3,300 人以上。 

（２）事業の効果 

中条地区に中条線、篠ノ井共和地区に篠ノ井共和線、安茂里地区に安茂里線を運行し、こ

れを維持することにより、運行地域の高齢者等の日常生活や小中学生の通学に必要不可欠な

移動手段が確保される。また、幹線・支線のネットワークが連携することで、効果的かつ効

率的な運行体系が実現できる。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。 
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３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・幹線への接続強化、地域内移動の利便性向上のために利用状況等を分析し、必要に 

応じて見直しを行う（長野市、運行事業者、利用者） 

・高齢者、若年者、地域における利用促進 

 乗り方教室、イベントの企画、住民自治協議会等による利用促進とその支援 

                      （長野市、運行事業者、各地域） 

（長野市地域公共交通計画 P60～） 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

◆中条線 

①予定している運行時間 

  午前９時から午後３時 30 分まで 

②運行予定者 長野市 

なお、運行委託事業者については、条件付き一般競争入札により、アルピコタクシー

株式会社に選定。※地域内の他の市営バス路線（地域交流バス４路線）と一括発注 

③運行予定期間 

平成 24 年４月から 

④地域内フィーダー系統の補足資料 

既存交通や地域間交通との関係や整合性を図り、乗継による公共交通のネットワーク

を構築する。詳細は、別添中条地区市バス路線図のとおり。 

◆篠ノ井共和線 

 ①予定している運行時間 

   午前８時から午後４時 15 分まで 

 ②運行予定者 アルピコタクシー株式会社 

 ③選定方法 

一般競争入札により、アルピコタクシー株式会社に選定。 

④運行予定期間 

   平成 24 年４月から 

⑤地域内フィーダー系統の補足資料 

既存交通や地域間交通との関係や整合性を図り、乗継による公共交通のネットワーク

を構築する。詳細は、別添篠ノ井共和線路線図のとおり。 

◆安茂里線 

 ①予定している運行時間 

   午前７時 40 分から午後４時 33 分まで 

 ②運行予定者 アルピコタクシー株式会社 

③選定方法 

一般競争入札により、アルピコタクシー株式会社に選定。 

④運行予定期間 

   平成 24 年４月から 

⑤地域内フィーダー系統の補足資料 

既存交通や地域間交通との関係や整合性を図り、乗継による公共交通のネットワークを 

構築する。詳細は、別添安茂里線路線図のとおり。 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

  篠ノ井共和線、安茂里線については、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引い

た差額分（赤字分）を長野市が運行補助金として負担することとしている。  

なお、中条線については長野市が運行主体であるため、長野市で負担する。 
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６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

長野市（中条線） 

 アルピコタクシー株式会社（篠ノ井共和線、安茂里線） 

７．外客来訪促進計画との整合性【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

該当なし 

８．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要【地域内フィーダー系統のみ】 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

中条線を運行する中条地区は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域であり、こ

れまでも自家用有償旅客運送（市町村運営有償運送：交通空白輸送）として公共交通の確保

を図ってきた地域である。また、急傾斜地を含む高齢化の著しい地域であり、距離では測れ

ない交通不便地域である。 

なお、令和５年４月現在の地域の人口は、1,516 人、老年人口比率は 57.3 パーセントで

ある。 

篠ノ井共和線を運行する篠ノ井共和地区及び安茂里線を運行する安茂里地区は、半径１キ

ロメートル以内に、路線バスの停留所、鉄軌道駅等が存在せず、当該地域内の住民が日常生

活を送る上で、公共交通の利用が不便な地域になっており、北陸信越運輸局長から交通不便

地域の指定を受けている地域である。 

 

９．協議会の開催状況と主な議論  

平成 23 年６月７日 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 14 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 

平成 24 年６月 20 日 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 20 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 

平成 25 年５月 30 日 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 25 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 

平成 26 年２月３日 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 27 回）にて、計画変更について協議し、

合意された。 

平成 26 年５月 28 日 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 29 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 

平成 27 年５月 27 日 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 31 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 

平成 28 年５月 26 日 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 33 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 

平成 29 年５月 30 日 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 37 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 

 平成 29 年 11 月 28 日 

  長野市地域公共交通会議（第 29回）にて、変更内容（市バスの再編）について協議し、 

  合意された。 

平成 30 年５月 30 日 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 39 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 
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令和元年５月 28日 

  長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 41 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 

 令和２年５月 29 日（書面協議） 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 43 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 

令和３年５月 28日 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 45 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 

 令和４年５月 27 日（書面協議） 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 48 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意された。 

令和５年５月 30日 

長野市地域公共交通活性化・再生協議会（第 52 回）にて、事業内容について協議し、

費用負担及び計画全体について合意（予定）。 

 

10．利用者等の意見の反映 

第 52 回長野市地域公共交通活性化・再生協議会（令和５年５月 30日）にて、住民又は公

共交通機関の利用者である協議会の構成委員等からの意見を踏まえ計画を変更。 

11．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 長野県(担当：企画振興部交通政策局交通政策課) 

関係市区町村 長野市(担当：企画政策部交通政策課) 

交通事業者・交通施

設管理者等 

東日本旅客鉄道㈱長野支社、しなの鉄道㈱、長野電鉄㈱、アルピコ交

通㈱、長電バス㈱、桜観光タクシー㈱、(社)長野県バス協会、（一社）

長野県タクシー協会、関東地方整備局長野国道事務所、長野県長野建

設事務所、長野市建設部、長野中央警察署、長野南警察署 

地方運輸局 北陸信越運輸局長野運輸支局 

その他協議会が 

必要と認める者 

篠ノ井地区区長会、長野市民生委員児童委員協議会、長野市地域女性

ネットワーク、長野市交通安全家族連絡会、長野商工会議所、長野商

店会連合会、信州大学工学部教授、長野工業高等専門学校教授、長野

県私鉄労働組合連合会 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）長野市大字鶴賀緑町１６１３   

（所 属）長野市企画政策部交通政策課   

（氏 名）丸山 浩孝           

（電 話）０２６－２２４－５０１２    

（e-mail）kotuseisaku@city.nagano.lg.jp 

mailto:kotuseisaku@city.nagano.lg.jp

